
令和７年度（第二期）越谷市高齢者施設等光熱費等高騰対策支援金交付実施要領 

 

令和８年１月３０日市長決裁 

 

１ 趣旨 

  エネルギー・食料品価格等の物価高騰により厳しい状況に直面している中にあって

も、市内の高齢者施設等がその負担を利用者に転嫁することなく各種サービスを安定、

かつ、継続的に提供するため、予算の範囲内において令和７年度（第二期）越谷市高

齢者施設等光熱費等高騰対策支援金（以下「支援金」という。）を交付する。 

  上段の支援金の交付に関しては、越谷市補助金等の交付手続き等に関する規則（平

成８年規則第３１号。以下「規則」という。）に定めるもののほか、令和７年度（第二

期）越谷市高齢者施設等光熱費等高騰対策支援金交付実施要領（以下「要領」という。）

の定めるところによる。 

 

２ 交付対象者 

  支援金の交付を受けることができる者は、令和８年１月１日時点において、本市に

所在地を有し、かつ、事業運営している別表１に掲げる事業所のうち、次の各号に掲

げる要件をいずれも満たす法人とする。ただし、真にやむを得ない事情があると市長

が認めた場合はこの限りではない。 

⑴ 事業運営を休止していないこと（以降、申請日前までも同様とする）。 

⑵ 申請日時点で事業運営を廃止又は休止していないこと。 

⑶ 申請日の属する月から令和８年３月３１日までの間に、法人又は事業所側の都合

による事業運営の廃止又は休止を予定していないこと。 

⑷ 令和７年１０月１日から令和８年３月３１日までの間に、エネルギー価格や食料

品価格等の物価高騰を理由として、左記期間内の光熱水費並びに食事提供を行う施

設においては食材費のいずれか一つでも利用者等の負担額を引き上げていない（ま

たは、引き上げる予定がない）こと。ただし、申請日前までに既に利用者等が納め

た令和７年１０月１日以降分の当該引き上げ額の返金等を実施し、利用者等への価

格転嫁を解消した場合にはこの限りでない。 

⑸ 受領した支援金を、別表１に掲げる事業所の要領４で規定する経費に全額充当さ

せること。 

 

３ 支援金の額等 

⑴ 支援金の額は、別表２のＣ欄のとおりとし、それぞれの事業所ごとの額を合計し

て得た額とする。ただし、要領４に規定のとおり、支援金の対象経費は令和７年  

１０月１日から令和８年３月３１日までの間としていることから、令和７年１０月

１日後に開設或いは再開（以下「再開等」という。）した事業所に関しては、１日付

の再開等を除き（１日付で再開等の場合は、再開等の属する月の１日）、再開等の属

する月の翌月１日からそれぞれ算定した別表２のＤ欄のとおりとする。 

  また、令和７年度越谷市高齢者施設等光熱費等高騰対策支援金の交付を受けた事

業者は、左記合計して得た額から、令和７年度越谷市高齢者施設等光熱費等高騰対

策支援金で得た額を差し引いた額とする。 



⑵ 支援金の交付は、１法人につき１回限りとする。 

 

４ 支援金の対象経費 

  支援金の対象経費は、令和７年１０月１日から令和８年３月３１日までの間の各事

業所において負担する光熱水費（電気代、ガス代、水道代等）並びに食材料費のほか、

エネルギー・食料品価格等の物価高騰の影響を受ける経費とする。 

 

５ 交付申請 

  支援金の交付を受けようとする法人（以下「申請者」という。）は、令和７年度（第

二期）越谷市高齢者施設等光熱費等高騰対策支援金交付申請書兼請求書（様式第１号。

以下「申請書」という。）を、市長に提出しなければならない。ただし、規則第５条第

２項第１号から第３号に掲げる事項の書類は、添付を要さない。また、規則第５条第

２項第４号の市長が必要と認める事項に係る添付書類は、事業所一覧（別紙１）のほ

か、食事の提供の有無が分かる書類（別表２のＡ欄「通所系Ⅲ（食事提供有）」に掲げ

る同Ｂ欄に該当する事業所種別に限る。）とする。 

 

６ 申請期間 

  支援金の交付の申請は、令和８年２月２日（月）から令和８年２月２７日（金）ま

での間にするものとする。 

 

７ 交付決定等 

⑴ 市長は、要領５の規定により申請書が提出されたときは、その内容を審査し、支

援金を交付すべきものと認めたときは、規則第８条第１項各号で規定する条件のほ

か、申請書に記載されている申立事項を遵守する旨を付したうえで、令和７年度（第

二期）越谷市高齢者施設等光熱費等高騰対策支援金交付決定通知書兼交付額確定通

知書（様式第２号）により申請者に通知するものとする。 

⑵ 市長は前号の審査の結果、不備不足等があると認められる場合は、申請者に対し

て補正を求めることができる。なお、補正依頼を受けた申請者は、申請期間内に市

長に対し、補正した申請書等を提出するものとする。 

⑶ 市長は、前２号の審査の結果、支援金を交付すべきではないと認めたときは、令

和７年度（第二期）越谷市高齢者施設等光熱費等高騰対策支援金不交付決定通知書

（様式第３号）により申請者に通知するものとする。 

 

８ 交付決定の取り消し及び支援金の返還 

⑴ 市長は、規則第１９条第１項各号のいずれかに該当すると認めるときは、令和７

年度（第二期）越谷市高齢者施設等光熱費等高騰対策支援金交付決定取消通知書（様

式第４号）により、支援金交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。 

⑵ 市長は前号により支援金の交付を取り消した場合において、当該取り消しに係る

部分に関し、すでに支援金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命ず

るものとする。 

 

 



９ 実績報告 

  支援金に係る実績報告は、規則第１５条第１項ただし書により提出を求めない。 

 

10 その他 

  本要領に規定するもののほか必要な事項は、市長が別に定める。 

 

 

別表 1 

下表に掲げる事業所は、本市又は埼玉県で許認可等を受けて（提出して）いること 

法律名 許認可等 事業所 

介護保険法 

（平成９年法律第１２３号） 

指定 

許可 

介護保険施設 

介護保険サービス事業所 

老人福祉法 

（昭和３８年法律第１３３号） 

届出 

認可 

有料老人ホーム 

養護老人ホーム 

社会福祉法 

（昭和２６年法律第４５号） 
届出 軽費老人ホーム 

高齢者の居住の安定確保に関する法律 

（平成１３年法律第２６号） 
登録 サービス付き高齢者向け住宅 

※介護保険法第７１条等で規定されている、いわゆる「みなし指定」の事業所について

は、越谷市公式ホームページ（ページ番号６０１１４）の「越谷市内の介護保険サー

ビスを提供する施設・事業所一覧」に掲載されている場合を除き、対象外となります。 

 

別表２ 

Ａ 区分 Ｂ 事業所種別 
Ｃ 支援金額 

（総額） 
Ｄ 支援金額 

入所系 Ⅰ 

ア 介護老人福祉施設 

イ 介護老人保健施設 

ウ 地域密着型介護老人福祉施設 

エ 養護老人ホーム 

オ 軽費老人ホーム 

カ 短期入所生活介護 

【定員１人あたり】 

３０，７００円 

《再開等》 

・令和７年１１月１日 

 …２５，５００円 

・令和７年１２月１日 

 …２０，４００円 

・令和８年１月１日 

 …１５，３００円 



入所系 Ⅱ 

ア 認知症対応型共同生活介護 

イ 有料老人ホーム 

 ※特定施設入居者生活介護含む 

ウ サービス付き高齢者向け住宅 

 ※特定施設入居者生活介護含む 

エ 短期入所療養介護 

オ 小規模多機能型居宅介護 

カ 看護小規模多機能型居宅介護 

【定員１人あたり】 

４８，７００円 

《再開等》 

・令和７年１１月１日 

 …４０，５００円 

・令和７年１２月１日 

 …３２，４００円 

・令和８年１月１日 

 …２４，３００円 

通所系 Ⅲ 

（食事提供有） 

ア 通所介護 

イ 通所リハビリテーション 

ウ 地域密着型通所介護 

エ 認知症対応型通所介護 

 

※申請にあたっては、食事の提供

の有無が分かる書類を添付するこ

と。 

【１事業所種別ごと】 

４２３，０００円 

《再開等》 

・令和７年１１月１日 

 …３５２，５００円 

・令和７年１２月１日 

 …２８２，０００円 

・令和８年１月１日 

 …２１１，５００円 

通所系 Ⅳ 

（食事提供無） 

ア 通所介護 

イ 通所リハビリテーション 

ウ 地域密着型通所介護 

エ 認知症対応型通所介護 

【１事業所種別ごと】 

８２，５００円 

《再開等》 

・令和７年１１月１日 

 …６８，７００円 

・令和７年１２月１日 

 …５５，０００円 

・令和８年１月１日 

 …４１，２００円 



訪問系 Ⅴ 

ア 訪問介護 

イ 訪問入浴介護 

ウ 訪問看護 

エ 訪問リハビリテーション 

オ 定期巡回・随時対応型訪問介

護看護 

カ 福祉用具貸与 

※特定福祉用具購入含む 

キ 居宅介護支援 

【１事業所種別ごと】 

４，１００円 

《再開等》 

・令和７年１１月１日 

 …３，４００円 

・令和７年１２月１日 

 …２，７００円 

・令和８年１月１日 

 …２，０００円 

 


